
水力発電に関する規制改革

系統連系規程(電気設備の技術基準の解釈）に関する要望

1.「低圧連系・逆潮流あり」の場合の逆変換装置の取付け要件を撤廃する
2.単独運転検出の能動的方式の撤廃、または「強制接地短絡」方式への転換

■ 要望事項(2点）

■ 要望事項 1 の理由等

1. 逆変換装置の取付け要件の技術的根拠が全くない

（小水力発電だけに課せられたもの。馬鹿げた規制と言っても良い）

2. 逆変換装置が高額、システムの寡占化、複雑化・煩雑化で、事業者は著しい不利益を被っている

3. 国際的にみると、この要件は日本だけ。

4. 海外製の水車発電機器がそのまま国内で適用できない。

■ 要望事項 2 の理由等

（注）この要件は規制ではない。しかし、要件回避のための協議は非常に困難で、事実上の規制となっている

【単独運転検出の能動的方式の撤廃】

1. 配電線に接続される発電設備や需用負荷は、系統側からみて遅れ力率の領域の運転しか認められ
ていない。このため単独系統になった場合は、遅れ無効電力の供給源が無くなるため、受動的方
式、UV/OV、UF/OFの保護装置で単独運転保護が可能である。よって能動的方式は撤廃できる



2. 小水力用の単独運転検出装置は高額であり、加えて個別のシミュレーションによる適正判定の要件が

あるため、煩雑で多大な労力を必要とされる。また、適正判定で「適用不可」となる場合があり、こ

れを回避するための方法が非常に高額となるため、開発計画自体を断念せざるを得ないケースが多々

ある。（PVの場合は、シミュレーションなしで無条件で適用できるため、著しい不公平がある）

3. 国際的にみるとこの要件は日本だけ。

【または「強制接地短絡」方式への転換】

1. 現状の能動的方式は、非合理的な設備形成を強いており、また保護の信頼性も乏しい
2. 北陸電力技術研究所OBの駒見氏の提唱する「強制接地短絡」方式への転換を要望する

（添付資料参照）
3. これにより、単独運転検出保護の問題が一挙に全て解決される

1. 水力開発の伸びしろがある領域は概略1,000kW以下。概略1,000kW以上は、ほとんど期待できない
2. 伸びしろのある事業者は、地域の民間企業等。自治体、企業局などではない
3. 普及拡大には、コストの低減が必須 (水車発電機器の海外市場価格は、国内の1/2～1/3)
4. 事業者側独自で出来るコスト削減策⇒「3KD研究会」にて活動を展開中
5. 事業者側独自では出来ないコスト削減策で、大きな効果が期待できるもの⇒今回の要望

【補足】(本件要望の背景）






